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(57)【要約】
【課題】施療機の施療位置に取り付けた場合に、エアー
バッグの膨縮に関わらず、各々のエアーバッグ本体の開
放端部分が大きく開いてしまうことがなく、エアーバッ
グユニット自体が大きくなってしまうようなことがなく
、さらに取付片が劣化しにくく耐久性に優れた施療用エ
アーバッグ構造体を提供する。
【解決手段】空気を給排気させて膨縮するエアーバッグ
本体１であって、該エアーバッグ本体１は、その外周部
に連設している非膨縮周縁部１ａを有し、該非膨縮周縁
部１ａに施療機本体に取り付けるための取付片４が連設
され、前記取付片４は、エアーバッグ本体１の膨縮方向
における厚さ方向の少なくとも略１／２厚み分を凹ませ
た凹部５が形成されており、エアーバッグ本体１におけ
る前記凹部５の外底面５ａを互いに当接させて重ね合わ
せた二つの前記エアーバッグ本体１が、エアーバッグ取
付部１０に固着されたものとしている。
【選択図】　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気を給排気させて膨縮するエアーバッグ本体（１）であって、該エアーバッグ本体（
１）は、その外周部に連設している非膨縮周縁部（１ａ）を有し、該非膨縮周縁部（１ａ
）に施療機本体に取り付けるための取付片（４）が連設され、前記取付片（４）は、エア
ーバッグ本体（１）の膨縮方向における厚さ方向の少なくとも略１／２厚み分を凹ませた
凹部（５）が形成されており、エアーバッグ本体（１）における前記凹部（５）の外底面
（５ａ）を互いに当接させて重ね合わせた二つの前記エアーバッグ本体（１）が、エアー
バッグ取付部（１０）に固着されていることを特徴とする施療用エアーバッグ構造体。
【請求項２】
　前記エアーバッグ取付部（１０）の表面部に取付突起（１２）が設けられており、前記
取付突起（１２）を前記エアーバッグ本体（１）の凹部（５）の内底面（５ｂ）に当接さ
せた状態で、重ね合わせた二つの前記エアーバッグ本体（１）が前記エアーバッグ取付部
（１０）に固着されていることを特徴とする請求項１に記載の施療用エアーバッグ構造体
。
【請求項３】
　前記凹部（５）は、前記取付片（４）の長手方向に長く形成された長円形状とし、長さ
方向に間隔をおいてエアーバッグ本体（１）に複数の取付孔（６）を設けたことを特徴と
する請求項１または２記載の施療用エアーバッグ構造体。
【請求項４】
　重ね合わせた二つの前記エアーバッグ本体（１）を施療機本体に装着した場合に、人体
当接側に位置するエアーバッグ本体（１）の膨縮部分から遠い位置にある取付孔（６）と
、前記エアーバッグ取付部（１０）側に位置するエアーバッグ本体（１）の膨縮部分から
近い位置にある取付孔（６）とを用いて、重ね合わせた二つの前記エアーバッグ本体（１
）が前記エアーバッグ取付部（１０）に固着されていることを特徴とする請求項３記載の
施療用エアーバッグ構造体。
【請求項５】
　重ね合わせた二つの前記エアーバッグ本体（１）のそれぞれに袋状の外装地（９）を被
せたことを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の施療用エアーバッグ構造体。
【請求項６】
　前記凹部（５）を前記外装地（９）の厚み分だけ余分に凹ませたことを特徴とする請求
項５記載の施療用エアーバッグ構造体。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、椅子式、ベッド式としたマッサージ機などの施療機に使用するのに適した
施療用エアーバッグ構造体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
  従来、この種の施療用エアーバッグ構造体は、例えば図１６、１７に示すように、平坦
形状のエアーバッグ本体２１内に内部空間２２が形成され、この内部空間２２に、空気給
排装置（図示せず）等により空気を給排気させて、エアーバッグ本体２１を膨張させたり
、収縮させるように構成されている。そして、前記エアーバッグ本体２１の両面中央には
、環状蛇腹部２３をそれぞれ設けている。また、前記エアーバッグ本体２１の周縁部２１
ａの適所には、前記内部空間２２に空気を給排気するための通気孔２４を付設しており、
この通気孔２４は前記空気給排装置と連繋するエアーホース（図示せず）と接続している
。さらに、前記周縁部２１ａの一側の二箇所には、平板状の取付片２５を連設したものと
している（特許文献１）。
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【０００３】
　さらに、この種の施療用エアーバッグ構造体は、例えば図１８、１９に示すように、空
気給排装置３１からの給排気をエアーホース３２により伝達されるものとしており、マッ
サージ機などの施療機の適所に配設されている。そして、膨張、収縮可能な内部空間を有
するエアーバッグ本体３３とこのエアーバッグ本体３３の周縁に設けられた周縁部３３ａ
とを備えた平坦状のエアーバッグを二つ重ね合わせると共に、これらエアーバッグの周縁
部３３ａの一側を連結したものとしている。
【０００４】
　これらエアーバッグの周縁部３３ａの一側を連結するには、前記各エアーバッグ本体３
３の一側縁にそれぞれ一体成形した取付片３４を、止着部材３５により互いを止着したも
のとしている（特許文献２）。
【特許文献１】特開２００６－３１４４９５号公報（図１、図２）
【特許文献２】特開２００８－２２４号公報（図４、図５、図８）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に示した従来の施療用エアーバッグ構造体は、エアーバッグ本体２１を
一つだけ使用しても膨張の度合いが不十分である場合には、図２０に示したようにエアー
バッグ本体２１を二つ重ね合わせて使用することがある。
【０００６】
　しかしながら、この施療用エアーバッグ構造体では、前記取付片２５をエアーバッグ本
体２１の厚み方向の略中央に設けているため、エアーバッグ本体２１を二つ重ね合わせて
使用する場合に各々の取付片２５を連結すると、図２０に示したように、二つのエアーバ
ッグ本体２１の１／２の厚み分が互いに干渉し合うため、各々のエアーバッグ本体２１の
開放端部分が大きく開いてしまうことになる。
【０００７】
　その結果、前記施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体２１を二つ重ね合わせた
エアーバッグユニットを椅子式マッサージ機などの施療機の施療位置に取り付けた場合に
、エアーバッグの膨張、収縮（以下、膨縮という）時に関わらず、各々のエアーバッグの
開放端部分が大きく開いてしまうため、施療機の外装地の中に納まりきらないことがある
という問題点を有していた。
【０００８】
　また、前記エアーバッグユニットを、施療機の肩、腰、大腿などの人体施療箇所に設置
する場合、当初から各々のエアーバッグ本体２１の開放端部分が大きく開いてしまってい
るため、施療者がこの施療機に座る際や立ち上がる際に、前記ユニットの大きく開いたエ
アーバッグ本体２１の開放端部分が邪魔になり、座る動作や立ち上がる動作に支障が生じ
るという問題点を有していた。
【０００９】
　そこで、前記解決策の一つとして、エアーバッグ本体２１の取付片２５自体を長くし、
その連結部をエアーバッグ本体２１から離れた位置に設ければ、各々のエアーバッグ本体
２１の開放端部分の開きを抑えることができる。しかし、この場合、エアーバッグ本体２
１の取付片２５自体を長くすることにより、エアーバッグユニット自体が大きくなってし
まい、またエアーバッグ本体２１の取付片２５自体の強度が低下するため、耐久性に劣っ
たものになるという問題点が生ずるものとなる。
【００１０】
　さらに、上記特許文献２に示した従来の施療用エアーバッグ構造体では、二つ重ね合わ
せたエアーバッグ本体３３の上層になるエアーバッグ本体３３の取付片３４を、このエア
ーバッグ本体３３の１／２の厚み分、下方に曲げ加工すると共に、前記エアーバッグ本体
３３の下層になるエアーバッグ本体３３の取付片３４を、このエアーバッグ本体３３の１
／２の厚み分、上方に曲げ加工したものとしているため、前記図１９に示したように、二
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つのエアーバッグ本体３３の１／２の厚み分が互いに干渉し合うことなく、各々のエアー
バッグ本体３３の開放端部分が大きく開くようなことはない。
【００１１】
　しかしながら、この施療用エアーバッグ構造体では、二つ重ね合わせたエアーバッグ本
体３３を同時に膨張させると、図２１に示したように、前記曲げ加工した取付片３４のそ
れぞれが互いに曲げ加工される前の真っ直ぐな状態に戻されようとするため、曲げ加工さ
れていない通常の取付片より大きな曲げ応力が作用し、取付片３４の曲げ加工した部分が
劣化し易くなり、耐久性に劣ったものになるという問題点を有していた。
【００１２】
　さらに、この施療用エアーバッグ構造体では、前記真っ直ぐな状態に戻されようとする
曲げ応力が、取付片３４のエアーバッグ本体３３との繋ぎ目に集中してかかるため、この
取付片３４の繋ぎ目も劣化し易くなり、耐久性に劣ったものになるという問題点を有して
いた。
【００１３】
　そこで、この発明は、上記従来の問題点を解決することをその課題としており、エアー
バッグ本体を二つ重ねて取り付けたエアーバッグユニットを施療機の施療位置に取り付け
た場合に、エアーバッグの膨縮時に関わらず、各々のエアーバッグ本体の開放端部分が大
きく開いてしまうことがなく、エアーバッグユニット自体が大きくなってしまうようなこ
とがなく、さらに取付片が劣化しにくく耐久性に優れた施療用エアーバッグ構造体を提供
することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　そのため、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、空気を給排気させて膨縮するエア
ーバッグ本体１であって、該エアーバッグ本体１は、その外周部に連設している非膨縮周
縁部１ａを有し、該非膨縮周縁部１ａに施療機本体に取り付けるための取付片４が連設さ
れ、前記取付片４は、エアーバッグ本体１の膨縮方向における厚さ方向の少なくとも略１
／２厚み分を凹ませた凹部５が形成されており、エアーバッグ本体１における前記凹部５
の外底面５ａを互いに当接させて重ね合わせた二つの前記エアーバッグ本体１が、エアー
バッグ取付部１０に固着されたものとしている。
【００１５】
　さらに、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、前記エアーバッグ取付部１０の表面
部に取付突起１２が設けられており、前記取付突起１２を前記エアーバッグ本体１の凹部
５の内底面５ｂに当接させた状態で、重ね合わせた二つの前記エアーバッグ本体１が前記
エアーバッグ取付部１０に固着されたものとしている。
【００１６】
　さらに、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、前記凹部５を、前記取付片４の長手
方向に長く形成された長円形状とし、長さ方向に間隔をおいてエアーバッグ本体１に複数
の取付孔６を設けたものとしている。
【００１７】
　さらに、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、重ね合わせた二つの前記エアーバッ
グ本体１を施療機本体に装着した場合に、人体当接側に位置するエアーバッグ本体１の膨
縮部分から遠い位置にある取付孔６と、前記エアーバッグ取付部１０側に位置するエアー
バッグ本体１の膨縮部分から近い位置にある取付孔６とを用いて、重ね合わせた二つの前
記エアーバッグ本体１が前記エアーバッグ取付部１０に固着されたものとしている。
【００１８】
　さらに、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、重ね合わせた二つの前記エアーバッ
グ本体１のそれぞれに袋状の外装地９を被せたものとしている。
【００１９】
　さらに、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、前記凹部５を前記外装地９の厚み分
だけ余分に凹ませたものとしている。
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【発明の効果】
【００２０】
  この発明の施療用エアーバッグ構造体は、以上に述べたように構成されており、エアー
バッグ本体を二つ重ねて取り付けたエアーバッグユニットをマッサージ機などの施療機の
施療位置に取り付けた場合に、エアーバッグの膨縮時に関わらず、各々のエアーバッグ本
体の開放端部分が大きく開いてしまうことがないので、施療機の外装地の中に納まり易い
ものとなる。
【００２１】
　さらに、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、施療機の肩、腰、大腿などの人体施
療位置において、各々のエアーバッグ本体の開放端部分が大きく開いてしまうことがなく
、しかもエアーバッグユニット自体が大きくなってしまうことがないため、施療者がこの
施療機に座る際や立ち上がる際に、前記ユニットのエアーバッグ本体の開放端部分が邪魔
になるようなことがなく、座る動作や立ち上がる動作に支障が生じることがないものとな
る。
【００２２】
　また、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、エアーバッグ本体を二つ重ねて取り付
けたエアーバッグユニットの取付片が劣化しにくく耐久性に優れたものとなり、エアーバ
ッグユニットが作動不良などを起こすことがないものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、この発明の施療用エアーバッグ構造体を実施するための最良の形態を、図面に基
づいて詳細に説明する。
【００２４】
　この発明の施療用エアーバッグ構造体は、内部に空間Ｓ1 が形成され、この空間Ｓ1 に
例えば空気給排装置（図示せず）等により空気を給排気させて、膨縮させるようにした平
坦形状のエアーバッグ本体１を備えている。前記エアーバッグ本体１の両面中央には、バ
ッグ膨張時にその膨張度を高めるための環状蛇腹部２をそれぞれ設けている。さらに、前
記エアーバッグ本体１における非膨縮周縁部１ａの一側の適所には、前記空間Ｓ1 に空気
を給排気するための通気管３を付設しており、この通気管３は前記空気給排装置と連繋す
るエアーホース（図示せず）と接続している。さらに、前記非膨縮周縁部１ａの一側の適
所には、平板状の取付片４を連設したものとしている。
【００２５】
　前記エアーバッグ本体１は、通常、ポリエチレン系樹脂等の熱可塑性樹脂をブロー成形
してなるものとしており、平面形状を長四角形、長円形など、人体の施療箇所の形状に応
じたものとし、厚みを５～１０ｍｍ程度としており、この非膨縮周縁部１ａに前記取付片
４を一体形成することにより連設している。なお、前記非膨縮周縁部１ａは、エアーバッ
グ本体１の厚み方向における中央位置に設けられている。
【００２６】
　前記取付片４は、例えば図示したように、エアーバッグ本体１の非膨縮周縁部１ａの一
側に、適宜間隔をおいて、二箇所に設けたものとしており、それぞれにエアーバッグ本体
１の略１／２の厚み分を凹ませ、外面を外底面５ａとし、内面を内底面５ｂとして、これ
ら外底面５ａおよび内底面５ｂを平面とした凹部５を形成している。それぞれの凹部５は
、図１に示したように平面形状を円形状としたり、図２に示したように取付片４の長さ方
向に長くした長円形状としており、円形状とした場合には中央に一つの取付孔６を形成し
、長円形状とした場合には長さ方向に適宜間隔をおいてエアーバッグ本体１の近い位置と
遠い位置にそれぞれ取付孔６を設けている。
【００２７】
　そして、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、前記エアーバッグ本体１を二つ用い
て、図３～６に示したようにこれらを二つ重ね合わせて、これらエアーバッグ本体１の取
付片４の凹部５の外底面５ａどうしを当接させ、それぞれの取付孔６に必要に応じワッシ
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ャ７を介在させて、ビス８を通してビス止めすることにより、エアーバッグ取付部１０に
固着されたものとしている。
【００２８】
　前記エアーバッグ取付部１０は、椅子式マッサージ機などの施療機Ｍの肩ぐうユニット
Ｕ、背当て部ｂ、座部ｃ、肘掛け部ａ、オットマンｏなどの各ユニットとすることができ
る。
【００２９】
　以上のように構成したこの発明の施療用エアーバッグ構造体は、例えば図７に示したよ
うに、前記二つ重ね合わせたエアーバッグ本体１の一方を、エアーバッグ取付部１０であ
る椅子式マッサージ機などの施療機Ｍの肩ぐうユニットＵの設置面側になるようにして設
置する。
【００３０】
　このようにすると、前記二つ重ね合わせたエアーバッグ本体１がそれぞれ収縮した状態
では、図４、６に示したように、各々のエアーバッグ本体１の両対向面の間に隙間Ｓ2 が
維持された状態となるか、各々のエアーバッグ本体１の両対向面が軽く接触する状態とな
るので、各々のエアーバッグ本体１の開放端部分が大きく開いてしまうようなことはない
。したがって、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、施療機Ｍの各ユニットに嵩張る
ことなく設置することができる。
【００３１】
　また、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、二つのエアーバッグ本体１がそれぞれ
膨張した状態では、図８、９に示したように、前記固着部を中心として互いに押し合って
回動し、施療機Ｍに設置した場合に人体当接側に位置するエアーバッグ本体１、すなわち
内側になるエアーバッグ本体１が、この施療機Ｍのエアーバッグ取付部１０側に位置する
エアーバッグ本体１、すなわち外側になるエアーバッグ本体１の押上用エアーバッグとな
り、前記外側になるエアーバッグ本体１が人体押圧用エアーバッグとなり、このエアーバ
ッグ本体１によって効果的に人体が施療されることになる。
【００３２】
　この場合、前記取付孔６をエアーバッグ本体１の近い位置と遠い位置に設けたものでは
、前記内側になるエアーバッグ本体１は、エアーバッグ本体１の近い位置に設けた取付孔
６を選択し、前記外側になるエアーバッグ本体１は、エアーバッグ本体１の遠い位置に設
けた取付孔６を選択して、これらに必要に応じワッシャ７を介在させて、ビス８を通して
ビス止めすることにより固着する。
【００３３】
　このようにすると、この発明の施療用エアーバッグ構造体では、図９に示したように、
前記内側になるエアーバッグ本体１が膨張した場合の最大膨張箇所Ｓａ（エアーバッグ本
体１の略中央部）が、前記外側になるエアーバッグ本体１が膨張した場合の最大膨張箇所
Ｓｂ（エアーバッグ本体１の略中央部）より固着部寄りになるので、この外側になるエア
ーバッグ本体１が内側になるエアーバッグ本体１の最大膨張箇所Ｓａの近辺により押され
て、前記固着部を中心とする外側になるエアーバッグ本体１の回動角度が大きくなる。こ
の回動角度が大きくなることにより、前記外側になるエアーバッグ本体１の人体を押圧す
る力をより強くすることができ、このエアーバッグ本体１による人体の施療効果を増大さ
せることができる。
【００３４】
　さらに、この発明の施療用エアーバッグ構造体では、前記したように固着部を中心とす
るエアーバッグ本体１の回動角度が大きくなり、固着部に作用する曲げ応力が強くなって
も、固着部はエアーバッグ本体１の取付片４の凹部５の外底面５ａどうしを当接させたも
のとしているので、この曲げ応力は凹部４内で殆ど吸収され、取付片４のエアーバッグ本
体１との繋ぎ目には余り作用しないので、この取付片４の繋ぎ目が劣化しにくいものとな
り、耐久性に優れたものとなる。
【００３５】
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　また、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、図１０に示したように前記二つのエア
ーバッグ本体１のそれぞれに袋状の外装地９を被せたものとして、外観を良くしたり、施
療時の人体との接触感を向上させたものとしている。この場合、前記外装地９の厚み分、
凹部５を余分に凹ませたものとすることにより、前記それぞれのエアーバッグ本体１の収
縮した状態において、前記袋状の外装地９を被せていない場合と同様に、各々のエアーバ
ッグ本体１の両対向面の間に隙間Ｓ2 が維持された状態となるか、各々のエアーバッグ本
体１の両対向面が軽く接触する状態となり、各々のエアーバッグ本体１の開放端部分が開
くのをより効果的に抑えることができる。
【００３６】
　次に、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、前記エアーバッグ取付部１０を図１１
、１２に示したものとし、椅子式マッサージ機などの施療機Ｍの肩ぐうユニット、背当て
部ｂ、座部ｃ、肘掛け部ａ、オットマンｏなどの各ユニットに固着したものとすることも
できる。
【００３７】
　前記エアーバッグ取付部１０は、図１２に示したように必要に応じて裏面をリブ１１な
どで補強した平坦な板体としており、前記エアーバッグ本体１の全平面および取付片４を
沿わせることができる程度の大きさにしており、このエアーバッグ取付部１０の平面形状
は、前記エアーバッグ本体１に合わせた長四角形、長円形などとするのが好ましい。
【００３８】
　前記エアーバッグ取付部１０の表面の一側部には、適宜間隔をおいて二箇所に、前記エ
アーバッグ本体１の取付片４の取付突起１２を設けたものとしている。それぞれの取付突
起１２は、前記エアーバッグ取付部１０の表面からエアーバッグ本体１と略同一の厚み分
を突出させ、エアーバッグ取付部１０側のエアーバッグ本体１の取付片４の凹部５に嵌め
込み可能としたものとし、平面とした頂部１２ａを前記エアーバッグ本体１の取付片４の
凹部５の内底面５ｂに当接するようにしている。そして、この頂部１２ａの中央部には、
前記取付片４をビス止め等しておくための止め部１３を設けたものとしている。
【００３９】
　さらに、前記エアーバッグ取付部１０の二箇所に設けた取付突起１２の間には、前記エ
アーバッグ本体１のそれぞれの通気管３に給排気するエアーホース１４の設置空間１５を
設け、このエアーホース１４が嵩張らないようにして、通気管３に連結できるようにして
いる。また、前記エアーバッグ取付部１０の適所には、施療機Ｍの各ユニットの設置面に
ビス止め等しておくための止め部１６を設けたものとしている。
【００４０】
　そして、このようにしたエアーバッグ取付部１０は、表面に前記二つ重ね合わせたエア
ーバッグ本体１を重ね、この表面に設けたそれぞれの取付突起１２を、エアーバッグ取付
部１０側のエアーバッグ本体１のそれぞれの取付片４に設けた凹部５に嵌め込み、この凹
部５の内底面５ｂに取付突起１２の頂部１２ａを当接させ、それぞれの取付片４の取付孔
６に必要に応じワッシャ７を介在させビス８を通して、このビス８を取付突起１２の止め
部１３にビス止めすることにより、それぞれの取付片４をエアーバッグ取付部１０に固着
している。
【００４１】
　以上のように構成したこの発明の施療用エアーバッグ構造体においても、例えば図７に
示したように、前記エアーバッグ取付部１０の裏面を、椅子式マッサージ機などの施療機
Ｍの肩ぐうユニットＵの設置面側なるようにして設置する。なお、この実施形態において
も、施療機Ｍの背当て部ｂ、座部ｃ、肘掛け部ａ、オットマンｏ等の各ユニットにも同様
にして設置することができるのは言うまでもない。
【００４２】
　このようにすると、前記二つ重ね合わせたエアーバッグ本体１がそれぞれ収縮した状態
では、図１３に示したように各々のエアーバッグ本体１の両対向面の間に隙間Ｓ2 が維持
された状態となり、内側になるエアーバッグ本体１とエアーバッグ取付部１０の両対向面
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の間に隙間Ｓ3 が維持された状態となるか、これらの対向面どうしが軽く接触する状態と
なるので、各々のエアーバッグ本体１の開放端部分や、内側になるエアーバッグ本体１と
エアーバッグ取付部１０の開放端部分が大きく開いてしまうようなことはない。したがっ
て、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、施療機Ｍの各ユニットに嵩張ることなく設
置することができる。
【００４３】
　また、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、二つのエアーバッグ本体１がそれぞれ
膨張した状態では、図１４に示したように、前記固着部を中心として互いに押し合って回
動すると共に、内側になるエアーバッグ本体１はエアーバッグ取付部１０に押し上げられ
ることになるので、このエアーバッグ取付部１０が施療機Ｍの内側になるエアーバッグ本
体１の押上げ用台となり、このエアーバッグ本体１がさらに施療機Ｍの外側になるエアー
バッグ本体１の押上用エアーバッグとなり、この外側になるエアーバッグ本体１が人体押
圧用エアーバッグとなり、このエアーバッグ本体１によって効果的に人体が施療されるこ
とになる。
【００４４】
　この場合、前記取付孔６をエアーバッグ本体１の近い位置と遠い位置に設けたものでは
、前記内側になるエアーバッグ本体１は、エアーバッグ本体１の近い位置に設けた取付孔
６を選択し、前記外側になるエアーバッグ本体１は、エアーバッグ本体１の遠い位置に設
けた取付孔６を選択して、これらに必要に応じワッシャ７を介在させて、ビス８を通して
ビス止めすることにより固着する。
【００４５】
　このようにすると、この発明の施療用エアーバッグ構造体では、図１４に示したように
、前記内側になるエアーバッグ本体１が膨張した場合の最大膨張箇所Ｓａ（エアーバッグ
本体１の略中央部）が、前記外側になるエアーバッグ本体１が膨張した場合の最大膨張箇
所Ｓｂ（エアーバッグ本体１の略中央部）より固着部寄りになるので、この外側になるエ
アーバッグ本体１が内側になるエアーバッグ本体１の最大膨張箇所Ｓａの近辺により押さ
れて、前記固着部を中心とする外側になるエアーバッグ本体１の回動角度が大きくなる。
この回動角度が大きくなることにより、前記外側になるエアーバッグ本体１の人体を押圧
する力をより強くすることができ、このエアーバッグ本体１による人体の施療効果を増大
させることができる。
【００４６】
　さらに、この発明の施療用エアーバッグ構造体では、前記したように固着部を中心とす
るエアーバッグ本体１の回動角度が大きくなり、固着部に作用する曲げ応力が強くなって
も、固着部はエアーバッグ本体１の取付片４の凹部５の外底面５ａどうしを当接させると
共に、内側になる凹部５の内底面５ｂに取付突起１２の頂部１２ａを当接させたものとし
ているので、この曲げ応力は凹部４内で殆ど吸収され、取付片４のエアーバッグ本体１と
の繋ぎ目には余り作用しないので、この取付片４の繋ぎ目が劣化しにくいものとなり、耐
久性に優れたものとなる。
【００４７】
　また、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、図１５に示したように前記二つのエア
ーバッグ本体１のそれぞれに袋状の外装地９を被せたものとして、外観を良くしたり、施
療時の人体との接触感を向上させたものとしている。この場合、前記外装地９の厚み分、
凹部５を余分に凹ませたものとすると共に、取付突起１２を余分に突出させたものとする
ことにより、前記それぞれのエアーバッグ本体１の収縮した状態において、前記袋状の外
装地９を被せていない場合と同様に、各々のエアーバッグ本体１の両対向面の間に隙間Ｓ
2 が維持された状態となるか、各々のエアーバッグ本体１の両対向面が軽く接触する状態
となると共に、内側になるエアーバッグ本体１とエアーバッグ取付部１０の両対向面の間
に隙間Ｓ3 が維持された状態となるか、これらの対向面どうしが軽く接触する状態となる
ので、各々のエアーバッグ本体１の開放端部分や、内側になるエアーバッグ本体１とエア
ーバッグ取付部１０の開放端部分が開くのをより効果的に抑えることができる。
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【００４８】
　なお、この発明の施療用エアーバッグ構造体は、前記エアーバッグ取付部１０にも必要
に応じて、袋状の外装地９を被せたものとして、外観を良くしたものとすることができる
。この場合も、前記外装地９の厚み分、さらに取付突起１２を余分に突出させたものとす
れば、内側になるエアーバッグ本体１とエアーバッグ取付部１０の開放端部分が開くのを
より効果的に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】この発明の施療用エアーバッグ構造体が備えるエアーバッグ本体の一例を示す斜
視図である。
【図２】この発明の施療用エアーバッグ構造体が備えるエアーバッグ本体の他の例を示す
斜視図である。
【図３】この発明の施療用エアーバッグ構造体の一実施形態を示しており、図１に示すエ
アーバッグ本体を二つ重ね合わせたものの斜視図である。
【図４】図３中のＡ－Ａ線によるこの発明の施療用エアーバッグ構造体の断面図である。
【図５】この発明の施療用エアーバッグ構造体の他の実施形態を示しており、図２に示す
エアーバッグ本体を二つ重ね合わせたものの斜視図である。
【図６】図５中のＢ－Ｂ線によるこの発明の施療用エアーバッグ構造体の断面図である。
【図７】この発明の施療用エアーバッグ構造体を椅子式マッサージ機の肩ぐうユニットに
設置した状態を示す斜視図である。
【図８】図４に示すこの発明の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体が膨張した
状態の断面図である。
【図９】図６に示すこの発明の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体が膨張した
状態の断面図である。
【図１０】図６に示すこの発明の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体に外装地
を被せた状態を断面図である。
【図１１】この発明の施療用エアーバッグ構造体のさらに他の実施形態を示しており、エ
アーバッグ取付部に固着した状態の斜視図である。
【図１２】この発明の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ取付部の一例を示す斜視
図である。
【図１３】図１１中のＣ－Ｃ線によるこの発明の施療用エアーバッグ構造体の断面図であ
る。
【図１４】図１３に示すこの発明の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体が膨張
した状態の断面図である。
【図１５】図１３に示すこの発明の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体に外装
地を被せた状態を断面図である。
【図１６】従来の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体の一例を示す斜視図であ
る。
【図１７】図１６に示す従来の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体の縦断面図
である。
【図１８】従来の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体の他の例を示す斜視図で
ある。
【図１９】図１８に示す従来の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体の側面図で
ある。
【図２０】図１６に示す従来の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体を二つ重ね
合わせた状態の側面図である。
【図２１】図１８に示す従来の施療用エアーバッグ構造体のエアーバッグ本体が膨張した
状態の側面図である。
【符号の説明】
【００５０】
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　１　エアーバッグ本体
　１ａ　非膨縮周縁部
　４　取付片
　５　凹部
　５ａ　外底面
　５ｂ　内底面
　６　取付孔
　８　ビス
　１０　エアーバッグ取付部
　１２　取付突起
　１２ａ　頂部
　Ｓ1 　空間
　Ｍ　施療機
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